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(57)【要約】
カメラが装備されたロケーションにおいて歩行者トラヒ
ックを推定するために、人物検出および追跡技法が使用
されうる。カメラからのビデオデータ内で検出された人
物は、既存の歩行者トラヒックデータを決定する助けと
なる。歩行者トラヒック特性（例えば、ボリューム、方
向、等）を推定するために、将来的な歩行者トラヒック
推定が実行されうる。そのようなトラヒック推定は、ル
ート選定／輻輳情報のためにユーザに提供されうる。ト
ラヒックマップは、特定のロケーションの人数、または
、そこに存在すると期待される人数に基づいて得られう
る。トラヒックデータおよび／または推定値を提供する
ために、ユーザにマップが提供されうる。
【選択図】　　　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歩行者トラヒックを決定するための方法であって、
　ビデオ入力から人物を検出することと、
　前記検出された人物から、あるロケーションにおける歩行者トラヒックを決定すること
と、
　ある時間にわたって、前記ロケーションにおける歩行者トラヒックを追跡することと、
　前記追跡された歩行者トラヒックに少なくとも部分的に基づいて、前記ロケーションに
おける将来的な時刻の歩行者トラヒックを予測することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　ビデオ入力から人物を検出することは、前記ビデオ入力から顔を検出することを備える
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記決定された歩行者トラヒックに少なくとも部分的に基づいて、ルートガイダンス情
報を準備することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記決定することは、前記ロケーションにおける歩行者トラヒックの量、前記ロケーシ
ョンにおける歩行者トラヒックの方向、および、前記ロケーションにおける歩行者トラヒ
ックのフローのうち１つを決定することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記検出された人物から、あるロケーションにおける将来的な歩行者トラヒックを推定
することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記推定された将来的な歩行者トラヒックに少なくとも部分的に基づいて、ルートガイ
ダンス情報を準備することをさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ルートガイダンス情報は、ルートに沿った推定遅延、ルートに沿った好ましい移動
時間、ルートに沿った代替的な移動時間、および、代替的なルート選択のうち少なくとも
１つを備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ビデオ入力に関連付けられたビデオソースロケーション情報を決定することと、
　前記ビデオソースロケーション情報に少なくとも部分的に基づいて歩行者トラヒックを
予測することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　歩行者トラヒックを決定するための装置であって、
　ビデオ入力から人物を検出するための手段と、
　前記検出された人物から、あるロケーションにおける歩行者トラヒックを決定するため
の手段と、
　ある時間にわたって、前記ロケーションにおける歩行者トラヒックを追跡するための手
段と、
　前記追跡された歩行者トラヒックに少なくとも部分的に基づいて、前記ロケーションに
おける将来的な時刻の歩行者トラヒックを予測するための手段と
　を備える、装置。
【請求項１０】
　前記ビデオ入力から人物を検出するための手段は、前記ビデオ入力から顔を検出するた
めの手段を備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　歩行者トラヒックを決定するためのコンピュータプログラム製品であって、プログラム
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コードを記録した非一時的なコンピュータ読取可能な媒体を備え、前記プログラムコード
は、
　ビデオ入力から人物を検出するためのプログラムコードと、
　前記検出された人物から、あるロケーションにおける歩行者トラヒックを決定するため
のプログラムコードと、
　ある時間にわたって、前記ロケーションにおける歩行者トラヒックを追跡するためのプ
ログラムコードと、
　前記追跡された歩行者トラヒックに少なくとも部分的に基づいて、前記ロケーションに
おける将来的な時刻の歩行者トラヒックを予測するためのプログラムコードと
　を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項１２】
　ビデオ入力から人物を検出するためのプログラムコードは、前記ビデオ入力から顔を検
出するためのプログラムコードを備える、請求項１１に記載のコンピュータプログラム製
品。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと、
　を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ビデオ入力から人物を検出することと、
　前記検出された人物から、あるロケーションにおける歩行者トラヒックを決定すること
と、
　ある時間にわたって、前記ロケーションにおける歩行者トラヒックを追跡することと、
　前記追跡された歩行者トラヒックに少なくとも部分的に基づいて、前記ロケーションに
おける将来的な時刻の歩行者トラヒックを予測することと
　を行うように構成される、装置。
【請求項１４】
　ビデオ入力から人物を検出することを行うように構成された前記少なくとも１つのプロ
セッサは、前記ビデオ入力から顔を検出することを行うように構成された前記少なくとも
１つのプロセッサを備える、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記決定された歩行者トラヒックに少なくとも部
分的に基づいて、ルートガイダンス情報を準備するようにさらに構成される、請求項１３
に記載の装置。
【請求項１６】
　歩行者トラヒックを決定することを行うように構成された前記少なくとも１つのプロセ
ッサは、前記ロケーションにおける歩行者トラヒックの量、前記ロケーションにおける歩
行者トラヒックの方向、および、前記ロケーションにおける歩行者トラヒックのフローの
うち１つを決定することを行うように構成された前記少なくとも１つのプロセッサを備え
る、請求項１３に記載の装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記検出された人物から、あるロケーショ
ンにおける将来的な歩行者トラヒックを推定することを行うように構成される、請求項１
３に記載の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記推定された将来的な歩行者トラヒック
に少なくとも部分的に基づいて、ルートガイダンス情報を準備するように構成される、請
求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　ルートガイダンス情報は、ルートに沿った推定遅延、ルートに沿った好ましい移動時間
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、ルートに沿った代替的な移動時間、および、代替的なルート選択のうち少なくとも１つ
を備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記ビデオ入力に関連付けられたビデオソースロケーション情報を決定することと、
　前記ビデオソースロケーション情報に少なくとも部分的に基づいて歩行者トラヒックを
予測することと
　を行うように構成される、請求項１３に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本願は、２０１１年１２月９日に出願された米国特許非仮特許出願第１３／３１６，３
６３号および２０１１年１０月２１日に出願された米国仮特許出願第６１／５５０，３２
０号に優先権を主張するＰＣＴ出願であり、どちらもその全体が参照により本明細書に組
み込まれている。
【技術分野】
【０００２】
　本説明は一般的に、位置ロケーション（position location）に関し、より詳細には、
屋内ロケーション決定およびトラヒック推定に関する。
【背景技術】
【０００３】
　モバイル通信ネットワークは、モバイルデバイスの動きおよび／または位置ロケーショ
ン感知に関連付けられた巧妙化する能力を提供している。例えば、個人的の生産性、協調
的な通信、ソーシャルネットワーキング、および／またはデータ獲得に関するもののよう
な新しいソフトウェアアプリケーションは、新しい特徴およびサービスを消費者に提供す
るために動きおよび／または位置センサを利用しうる。
【０００４】
　従来のデジタルセルラネットワークでは、位置ロケーション能力は、様々な時間および
／または位相測定技法によって提供されることができる。例えば、ＣＤＭＡネットワーク
において、１つの位置決定アプローチは、高度順方向リンク三点測定（ＡＦＬＴ：Advanc
ed Forward Link Trilateration）である。ＡＦＬＴを用いて、モバイルデバイスは、複
数の基地局から送信されたパイロット信号の位相測定値からその位置を計算しうる。ＡＦ
ＬＴの改善は、モバイルデバイスが衛星測位システム（ＳＰＳ）受信機を用いうるハイブ
リッド位置ロケーション技法を利用することで実現されている。ＳＰＳ受信機は、基地局
によって送信された信号から得られる情報から独立して位置情報を提供しうる。さらに、
従来の技法を使用してＳＰＳとＡＦＬＴシステムの両方から得られる測定値を組み合わせ
ることによって位置精度が改善されうる。
【０００５】
　しかしながら、ＳＰＳおよび／またはセルラ基地局によって提供される信号に基づく従
来の位置ロケーション技法は、モバイルデバイスが建物内および／または都市環境内で動
作しているとき、困難に遭遇しうる。ＳＰＳが非効率的であり正確ではないことが多い屋
内ロケーションのケースにおいて、飛行時間（ＴＯＦ）、角度、信号強度のような信号の
様々なタイプの測定、および、静的デバイスおよび／またはモバイルデバイスと通信する
ために使用されるワイヤレスネットワークのような物理レイヤインフラストラクチャを活
用することで、様々なワイヤレス技術が屋内ロケーションに使用されうる。一般的に、屋
内ワイヤレス位置決め（positioning）システムは、モバイルデバイス上の信号送信機お
よび測定ユニットを含む。信号送信機の既知のロケーションと各送信機からの信号強度と
を用いて、モバイルデバイスのロケーションが計算されうる。
【０００６】
　屋内位置決め技法は、よりロバスト（robust）な屋内トラヒック選定（planning）およ
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びルート推定を用いることで改善されうる。
【発明の概要】
【０００７】
　歩行者トラヒックを決定するための方法が提供される。方法は、ビデオ入力から人物を
検出することを含む。方法はまた、検出された人物から、あるロケーションにおける歩行
者トラヒックを決定することを含む。方法はさらに、ある時間にあわたって、そのロケー
ションにおける歩行者トラヒックを追跡することを含む。方法はさらに、追跡された歩行
者トラヒックに少なくとも部分的に基づいて、そのロケーションにおける将来的な時間の
歩行者トラヒックを予測することを含む。
【０００８】
　歩行者トラヒックを決定するための装置が提供される。装置は、ビデオ入力から人物を
検出するための手段を含む。装置はまた、検出された人物から、あるロケーションにおけ
る歩行者トラヒックを決定するための手段を含む。装置はさらに、ある時間にわたって、
そのロケーションにおける歩行者トラヒックを追跡するための手段を含む。装置はさらに
、追跡された歩行者トラヒックに少なくとも部分的に基づいて、そのロケーションにおけ
る将来的な時間の歩行者トラヒックを予測するための手段を含む。
【０００９】
　歩行者トラヒックを決定するためのコンピュータプログラム製品が提供される。コンピ
ュータプログラム製品は、非一時的なプログラムコードを記録した非一時的なコンピュー
タ読取可能な媒体を含む。プログラムコードは、ビデオ入力から人物を検出するためのプ
ログラムコードを含む。プログラムコードはまた、検出された人物から、あるロケーショ
ンにおける歩行者トラヒックを決定するためのプログラムコードを含む。プログラムコー
ドはさらに、ある時間にあわたって、そのロケーションにおける歩行者トラヒックを追跡
するためのプログラムコードを含む。プログラムコードはさらに、追跡された歩行者トラ
ヒックに少なくとも部分的に基づいて、そのロケーションにおける将来的な時間の歩行者
トラヒックを予測するためのプログラムコードを含む。
【００１０】
　歩行者トラヒックを決定するための装置が提供される。装置は、メモリと、このメモリ
に結合されたプロセッサとを含む。プロセッサは、ビデオ入力から人物を検出するように
構成される。プロセッサはまた、検出された人物から、あるロケーションにおける歩行者
トラヒックを決定するように構成される。プロセッサはさらに、ある時間にわたって、そ
のロケーションにおける歩行者トラヒックを追跡するように構成される。プロセッサはさ
らに、追跡された歩行者トラヒックに少なくとも部分的に基づいて、そのロケーションに
おける将来的な時間の歩行者トラヒックを予測するように構成される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本開示の特徴、性質、および利点は、同様の参照文字が全体を通して相応して識別する
図面を考慮した場合、以下に示される詳細な説明から、より明白になるであろう。
【図１】図１は、本開示の態様に一致したモバイルデバイスについての例示的な動作環境
の図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本開示の一態様に係る、例示的なモバイルデバイスの様々な構成要
素を示すブロック図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本開示の一態様に係る、サーバの様々な構成要素を示すブロック図
である。
【図３】図３は、本開示の一態様に係る、屋内トラヒック推定およびルート選定のための
システムを示すブロック図を示す。
【図４Ａ】図４Ａは、本開示の一態様に係る、屋内トラヒック推定およびルート選定のた
めのサンプルの注記レイヤ（annotation layer）を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本開示の一態様に係る、屋内トラヒック推定およびルート選定のた
めのサンプルのルーティンググラフを示す。
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【図４Ｃ】図４Ｃは、本開示の一態様に係る、屋内トラヒック推定およびルート選定のた
めのカメラのサンプルの設置を示す。
【図５】図５は、本開示の一態様に係る、屋内トラヒック推定およびルート選定のための
カメラのサンプルの設置を示す。
【図６】図６は、本開示の一態様に係る、屋内トラヒック推定およびルート選定のための
システムを示すフロー図を示す。
【図７】図７は、本開示の一態様に係る、屋内トラヒック推定およびルート選定のための
構成要素を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の説明および関連の図面における本開示の態様は、特定の構成に向けられている。
代替的な構成が、本開示の範囲から逸脱することなく考案されうる。加えて、周知の要素
は、本開示の関連の詳細を曖昧にしないために、詳細には説明されないか、または、省略
されるだろう。本開示の様々な態様は、屋内トラヒック推定およびルート選定のための技
法を提供する。
【００１３】
　図１は、モバイルデバイス１０８についての例示的な動作環境１００の図である。本開
示の特定の態様は、位置を決定するための技法の組み合わせを利用しうるモバイルデバイ
ス１０８に向けられる。他の態様は、例えば、ワイヤレスアクセスポイントによってもた
らされる処理遅延に順応するように調整されるラウンドトリップ時間測定値（ＲＴＴ）を
使用するなどして、レンジングモデルを順応的に変更しうる。この処理遅延は、アクセス
ポイントによって異なる可能性があり、経時的にも変化しうる。例えば、受信信号強度イ
ンジケータ（ＲＳＳＩ）などの補足情報を使用することで、基地局は、位置を決定しうる
、および／または、ワイヤレスアクセスポイントによってもたらされる処理遅延の効果を
、反復技法を用いて測定しうる。
【００１４】
　動作環境１００は、１つ以上の異なるタイプのワイヤレス通信システムおよび／または
ワイヤレス位置決めシステムを含みうる。サンプルの屋内ロケーションシステムが示され
ているが、他の屋内ロケーションシステムが使用されることができ、１つ以上の従来の衛
星測位システム（ＳＰＳ）または他の屋外ロケーションシステム（示されない）と組み合
わせられうる。
【００１５】
　動作環境１００は、ワイヤレスな音声および／またはデータ通信、および、モバイルデ
バイス１０８のための独立した位置情報の別のソースに使用されうる１つ以上のタイプの
広域ネットワークワイヤレスアクセスポイント（ＷＡＮ－ＷＡＰ）１０４のあらゆる組み
合わせを含みうる。ＷＡＮ－ＷＡＰ １０４は、知られているロケーションにセルラ基地
局を含みうる広域ワイヤレスネットワーク（ＷＷＡＮ）、および／または、例えば、Ｗｉ
ＭＡＸ（登録商標）（例えば、８０２.１６）のような他の広域ワイヤレスシステムの一
部でありうる。ＷＷＡＮは、簡潔さのために図１には示されない、他の知られているネッ
トワーク構成要素を含みうる。典型的に、ＷＷＡＮ内の各ＷＡＮ－ＷＡＰ １０４ａ～１
０４ｃは、固定位置から動作し、かつ、大都市圏および／または地方エリアにわたってネ
ットワークカバレッジを提供しうる。
【００１６】
　動作環境１００はさらに、ワイヤレスな音声および／またはデータ通信に使用されるだ
けでなく、位置データの別の独立したソースに使用されるローカルエリアネットワークワ
イヤレスアクセスポイント（ＬＡＮ－ＷＡＰ）１０６を含みうる。ＬＡＮ ＷＡＰは、建
物内で動作し、かつ、ＷＷＡＮよりも小さい地理的領域にわたって通信を実行しうるワイ
ヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の一部でありうる。そのようなＬＡＮ－
ＷＡＰ １０６は、例えば、ＷｉＦｉ（登録商標）ネットワーク（８０２．１１ｘ）、セ
ルラピコネットおよび／またはフェムトセル、ブルートゥース（登録商標）ネットワーク
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、等の一部でありうる。
【００１７】
　モバイルデバイス１０８は、ＳＰＳ衛星（示されない）、ＷＡＮ－ＷＡＰ １０４、お
よび／またはＬＡＮ－ＷＡＰ １０６のうちいずれか１つまたはそれらの組み合わせから
位置情報を得ることができる。前述されたシステムの各々は、異なる技法を用いて、モバ
イルデバイス１０８についての位置の独立した推定を提供することができる。いくつかの
態様において、モバイルデバイスは、位置データの精度を高めるために、異なるタイプの
アクセスポイントの各々から得られたソリューションを組み合わせうる。
【００１８】
　本開示の態様は、疑似衛星または衛星と疑似衛星との組み合わせを利用する位置決定（
positioning determination）システムを用いて使用されうる。疑似衛星は、ＧＰＳ時間
と同期化されうる、Ｌ帯域（または他の周波数）キャリア信号上で変調される疑似ランダ
ム雑音（ＰＮ）コードまたは他のレンジングコード（全地球測位システム（ＧＰＳ）また
は符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）セルラ信号に類似した）をブロードキャストする地上ベ
ースの送信機である。そのような送信機の各々は、リモート受信機による識別を許可する
ために、一意的なＰＮコードが割り当てられうる。疑似衛星は、トンネル、坑道、建物、
都会の谷間（urban canyon）、または他の閉ざされたエリア内、等、軌道衛星からのＧＰ
Ｓ信号が利用不可能でありうる状況において有用である。疑似衛星の他の実現は、無線ビ
ーコンとして知られている。「衛星」という用語は、本明細書で使用される場合、疑似衛
星、疑似衛星の等価物、および、場合によっては他の位置決めデバイスを含むことを意図
する。
【００１９】
　ＷＷＡＮから位置を得る場合、各ＷＡＮ－ＷＡＰ １０４ａ～１０４ｃは、デジタルセ
ルラネットワーク内の基地局の形態をとり、モバイルデバイス１０８は、基地局信号を活
用して位置を得ることができるセルラトランシーバおよびプロセッサを含みうる。デジタ
ルセルラネットワークが、追加の基地局または図１に示された他のリソースを含みうるこ
とは理解されるべきである。ＷＡＮ－ＷＡＰ １０４は実際に可動でありうるか、または
、他の方法で再配置されることができるが、例示を目的として、それらが本質的に固定位
置に配置されていることが想定されるだろう。
【００２０】
　モバイルデバイス１０８は、例えば、高度順方向リンク三点測定（ＡＦＬＴ）のような
、知られている到着時間技法を用いて位置決定を実行しうる。他の態様において、各ＷＡ
Ｎ－ＷＡＰ １０４ａ～１０４ｃは、ＷｉＭａｘワイヤレスネットワーキング基地局の形
態をとりうる。このケースにおいて、モバイルデバイス１０８は、到着時間（ＴＯＡ）技
法を用いて、ＷＡＮ－ＷＡＰ １０４によって提供される信号から、その位置を決定しう
る。モバイルデバイス１０８は、スタンドアローンモードで位置を決定するか、または、
より詳細に以下に示されるように、ＴＯＡ技法を用い、位置決めサーバ１１０およびネッ
トワーク１１２の助けを借りて位置を決定しうる。本開示の態様は、異なるタイプである
ＷＡＮ－ＷＡＰ １０４を用いてモバイルデバイス１０８に位置情報を決定させることを
含みうる、ことに注意されたい。例えば、いくつかのＷＡＮ－ＷＡＰ １０４は、セルラ
基地局であり、他のＷＡＮ－ＷＡＰは、ＷｉＭａｘ基地局でありうる。そのような動作環
境において、モバイルデバイス１０８は、異なるタイプのＷＡＮ－ＷＡＰの各々からの信
号を活用し、さらに、得られた位置ソリューションを組み合わせて、精度を改善すること
ができる。
【００２１】
　ＷＬＡＮを用いて位置を得る場合、モバイルデバイス１０８は、位置決めサーバ１１０
とネットワーク１１２の助けを借りて到着時間技法を利用しうる。位置決めサーバ１１０
は、ネットワーク１１２を通してモバイルデバイスに通信しうる。ネットワーク１１２は
、ワイヤードネットワークと、ＬＡＮ－ＷＡＰ １０６を組み込んだワイヤレスネットワ
ークとの組み合わせを含みうる。一態様において、各ＬＡＮ－ＷＡＰ １０６ａ～１０６
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ｅは、例えば、ＷｉＦｉワイヤレスアクセスポイントでありうるが、それは、必ずしも固
定位置に設定される必要はなく、ロケーションを変更することができる。各ＬＡＮ－ＷＡ
Ｐ １０６ａ～１０６ｅの位置は、一般的な座標系で位置決めサーバ１１０に記憶されう
る。一態様において、モバイルデバイス１０８の位置は、モバイルデバイス１０８に、各
ＬＡＮ－ＷＡＰ １０６ａ～１０６ｅからの信号を受信させることで決定されうる。各信
号は、受信された信号に含まれうる情報（例えば、ＭＡＣアドレスのような）を識別する
いくつかの形態に基づいて、それを発信したＬＡＮ－ＷＡＰに関連付けられうる。次に、
モバイルデバイス１０８は、受信された信号の各々に関連付けられた時間遅延を得ること
ができる。次に、モバイルデバイス１０８は、ＬＡＮ－ＷＡＰの各々の時間遅延および識
別情報を含みうるメッセージを形成し、このメッセージを、ネットワーク１１２を介して
位置決めサーバ１１０に送りうる。次に、受信されたメッセージに基づき、位置決めサー
バは、モバイルデバイス１０８の関連ＬＡＮ－ＷＡＰ １０６の記憶されたロケーション
を使用して、位置を決定しうる。位置決めサーバ１１０は、局所座標系でのモバイルデバ
イスの位置へのポインタを含むロケーション構成情報（ＬＣＩ）メッセージを生成し、基
地局に提供しうる。ＬＣＩメッセージはまた、モバイルデバイス１０８のロケーションに
関して他の関心のある地点（point of interest）を含みうる。モバイルデバイス１０８
の位置を計算する際、位置決めサーバは、ワイヤレスネットワーク内の要素によってもた
らされうる異なる遅延を考慮に入れうる。
【００２２】
　本明細書で説明される位置決定技法は、広域ワイヤレスネットワーク（ＷＷＡＮ）、ワ
イヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、ワイヤレスパーソナルエリアネット
ワーク（ＷＰＡＮ）、等の、様々なワイヤレス通信ネットワークに使用されうる。「ネッ
トワーク」および「システム」という用語は、交換可能に使用されうる。ＷＷＡＮは、符
号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、
周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交周波数多元接続（ＯＦＤＭＡ）ネッ
トワーク、単一キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワーク、ＷｉＭａ
ｘ（ＩＥＥＥ ８０２.１６）、等でありうる。ＣＤＭＡネットワークは、ｃｄｍａ２００
０、広帯域－ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標））、等、１つ以上の無線アクセス技術
（ＲＡＴ）を実現しうる。Ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－９５、ＩＳ－２０００、およびＩ
Ｓ－８５６規格を含む。ＴＤＭＡネットワークは、モバイル通信のためのグローバルシス
テム（ＧＳＭ（登録商標））、デジタル先進モバイル電話システム(Digital Advanced Mo
bile Phone System)（Ｄ－ＡＭＰＳ）、またはある他のＲＡＴを実現しうる。ＧＳＭおよ
びＷ－ＣＤＭＡは、「第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）」という名称
のコンソーシアムによる文書に記述されている。Ｃｄｍａ２０００は、「第３世代パート
ナーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）」という名称のコンソーシアムによる文書に記
述されている。３ＧＰＰおよび３ＧＰＰ２の文書は、公に入手可能である。ＷＬＡＮは、
ＩＥＥＥ ８０２.１１ｘネットワークであり、ＷＰＡＮは、ブルートゥースネットワーク
、ＩＥＥＥ ８０２.１５ｘ、またはその他のタイプのネットワークでありうる。本明細書
の技法はまた、ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮのあらゆる組み合わせに使
用されうる。
【００２３】
　図２Ａは、例示的なモバイルデバイス２００の様々な構成要素を示すブロック図である
。簡潔にするために、図２Ａのボックス図で示される様々な特徴および機能は、共通バス
を用いて互いに接続され、これは、これら様々な特徴および機能が互いに動作的に結合さ
れうることを表すことが意図される。当業者は、実際のポータブルワイヤレスデバイスを
動作的に結合および構成するために、他の接続、メカニズム、特徴、機能、等が提供され
、必要に応じて適応されうることを認識するだろう。さらに、図２Ａの例で示された特徴
または機能の１つ以上がさらに細かく分割されうること、または、図２Ａに示された特徴
または機能のうち２つ以上が組み合されうることもまた認識される。
【００２４】
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　モバイルデバイス２００は、１つ以上のアンテナ２０２に接続されうる１つ以上の広域
ネットワークトランシーバ２０４を含みうる。広域ネットワークトランシーバ２０４は、
ＷＡＮ－ＷＡＰ １０４と通信し、および／または、ＷＡＮ－ＷＡＰ １０４に／から信号
を検出するための、および／または直接的にネットワーク内の他のデバイスと通信するた
めの適切なデバイス、ハードウェア、および／またはソフトウェアを備える。一態様では
、広域ネットワークトランシーバ２０４は、ワイヤレス基地局のＣＤＭＡネットワークと
の通信に適したＣＤＭＡ通信システムを備えうるが、他の態様では、ワイヤレス通信シス
テムは、例えば、ＴＤＭＡまたはＧＳＭのような別のタイプのセルラ電話ネットワークを
備えうる。モバイルデバイス２００はまた、１つ以上のアンテナ２０２に接続されうる１
つ以上のローカルエリアネットワークトランシーバ２０６を含みうる。ローカルエリアネ
ットワークトランシーバ２０６は、ＬＡＮ－ＷＡＰ １０６と通信し、および／または、
ＬＡＮ－ＷＡＰ １０６に／から信号を検出するための、および／または、ネットワーク
内の他のワイヤレスデバイスと直接的に通信するための適切なデバイス、ハードウェア、
および／またはソフトウェアを備える。一態様では、ローカルエリアネットワークトラン
シーバ２０６は、１つ以上のワイヤレスアクセスポイントとの通信に適したＷｉＦｉ（８
０２.１１ｘ）通信システムを備えうるが、他の態様では、ローカルエリアネットワーク
トランシーバ２０６は、別のタイプのローカルエリアネットワーク、パーソナルエリアネ
ットワーク（例えば、ブルートゥース）を備えうる。トランシーバはまた、１つ以上のワ
イヤレス信号測定ユニットを含みうる。ワイヤレス信号測定ユニットは、ワイヤレストラ
ンシーバの一部として含まれうるか、または、モバイルデバイス２００の個別の構成要素
として含まれうる。いくつかの態様は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、広域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））、ロン
グタームエボリューション（ＬＴＥ）、ブルートゥース、ＷｉＭａｘ（８０２.１６）、
ウルトラワイドバンド、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、ワイヤレスＵＳＢ、等のような、任
意の他のタイプのワイヤレスネットワーキング技術を動作する基地局および／または他の
トランシーバとの通信をサポートするために複数のトランシーバおよびワイヤレスアンテ
ナを有しうる。
【００２５】
　本明細書で使用される場合、ＬＡＮ－ＷＡＰ １０６および／またはＷＡＮ－ＷＡＰ １
０４を指すために「ワイヤレスアクセスポイント（ＷＡＰ）」という略語が使用されうる
。特に、以下に示される説明において、「ＷＡＰ」という用語が使用される場合、態様が
、複数のＬＡＮ－ＷＡＰ １０６、複数のＷＡＮ－ＷＡＰ １０４、または、それら２つの
任意の組み合わせからの信号を活用することができるモバイルデバイス２００を含みうる
ことは理解されるべきである。モバイルデバイス２００によって利用されているＷＡＰの
特定のタイプは、動作の環境に依存しうる。さらに、モバイルデバイス２００は、正確な
位置のソリューションに到達するために、様々なタイプのＷＡＰから動的に選択しうる。
【００２６】
　位置決めシステム（ＰＳ）受信機２０８もまた、モバイルデバイス２００に含まれうる
。ＰＳ受信機２０８は、位置決めシステム信号を受信するための１つ以上のアンテナ２０
２に接続されうる。ＰＳ受信機２０８は、ＰＳ信号を受信および処理するための任意の適
切なハードウェアおよび／またはソフトウェアを備えうる。ＰＳ受信機２０８は、適宜、
他のシステムからの情報および動作を要求し、任意の適切な位置決めシステムアルゴリズ
ムによって取得された測定値を使用してデバイス２００の位置を決定するために算出を実
行しうる。ＰＳ受信機２０８はまた、追加の測定を実行する必要なく、直接的にロケーシ
ョン情報を受信しうる。ＰＳ送信機（示されない）はまた、他のデバイスにロケーション
情報を送信するために含まれうる。
【００２７】
　動きセンサ２１２は、広域ネットワークトランシーバ２０４、ローカルエリアネットワ
ークトランシーバ２０６、およびＰＳ受信機２０８によって受信された信号から得られる
動きデータから独立した相対動作および／または方位情報を提供するためにプロセッサ２
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１０に結合されうる。限定するものではなく例として、動きセンサ２１２は、加速度計（
例えば、ＭＥＭＳデバイス）、ジャイロスコープ、地磁気センサ（例えば、コンパス）、
高度計（例えば、気圧高度計）、および／または、任意の他のタイプの動作検出センサを
利用しうる。さらに、動きセンサ２１２は、異なるタイプのデバイスを含み、それらの出
力を組み合わせて、動き情報を提供しうる。
【００２８】
　プロセッサ２１０は、広域ネットワークトランシーバ２０４、ローカルエリアネットワ
ークトランシーバ２０６、ＰＳ受信機２０８、および動きセンサ２１２に接続されうる。
プロセッサは、処理機能だけでなく他の算出機能および制御機能を提供する１つ以上のマ
イクロプロセッサ、マイクロコントローラ、および／またはデジタル信号プロセッサを含
みうる。プロセッサ２１０はまた、モバイルデバイス内のプログラミングされた機能を実
行するためのデータおよびソフトウェア命令を記憶するためのメモリ２１４を含みうる。
メモリ２１４は、プロセッサ２１０（例えば、同じ集積回路パッケージ内の）上に取り付
けられており、および／または、メモリは、プロセッサに外付のメモリであり、データバ
スを通して機能的に結合されうる。本開示の態様に関連付けられたソフトウェア機能の詳
細は、以下でより詳細に説明されるだろう。
【００２９】
　多数のソフトウェアモジュールおよびデータテーブルがメモリ２１４に存在し、通信機
能および位置決定機能を両方とも管理するために、プロセッサ２１０によって利用されう
る。図２Ａに示されるように、メモリ２１４は、位置決めモジュール２１６、アプリケー
ションモジュール２１８、人物検出モジュール２２０、および歩行者トラヒックモジュー
ル２２２を含みうる、および／または、他の方法で受信しうる。人物検出モジュールは、
あるロケーションで人物を検出しうるか、別のシステム（位置決めサーバ１１０のような
）から、あるロケーションで検出された人物に関する情報を受信しうる。歩行者トラヒッ
クモジュール２２２は、あるロケーションにおける歩行者トラヒックを決定するだけでな
く、あるロケーションにおける特定の時刻の歩行者トラヒックについての推定値を決定し
うる。歩行者トラヒックモジュール２２２はまた、別のシステム（位置決めサーバ１１０
のような）から、あるロケーションにおける歩行者トラヒックに関する情報、および／ま
たは、あるロケーションにおける特定の時刻の歩行者トラヒックについての推定値を受信
しうる。位置ロケーションのための他のモジュールもまた含まれうる。図２Ａに示された
ようなメモリコンテンツの構成が単なる例であること、よって、モジュールおよび／また
はデータ構造の機能が、モバイルデバイス２００の実現に依存して異なる方法で組み合わ
される、分離される、および／または、構造化されうることを、当業者は認識すべきであ
る。
【００３０】
　図２Ｂに示されるように、図２Ａに開示された特定の構成要素は、サーバ２９０のよう
なバックエンドシステムへと組み込まれうる。具体的には、サーバ２９０は、以下で説明
されるように、人物検出およびトラヒック推定を実行するために、人物検出モジュール２
２０および歩行者トラヒックモジュールを含みうる。さらに、サーバ２９０（または、他
のバックエンドシステム）は、以下で説明されるように、ルートガイダンスを実行しうる
。人物検出、歩行者トラヒック情報２７０、および／またはルートガイダンスが、サーバ
２９０または他のバックエンドシステムによって実行されると、結果として得られる情報
は、モバイルデバイスに送られ、アンテナ２０２によって受信され、プロセッサ２１０に
よって動作されうる。
【００３１】
　図２Ｂは、トラヒック決定および推定のためのサーバ２９０または他のバックエンドシ
ステムを示す。サーバ２９０は、歩行者トラヒック決定のための命令を記憶するためのメ
モリ２７０と、それらの命令を実行するためのプロセッサ２８０とを含む。歩行者トラヒ
ックサービス２６０および様々な他のモジュールは、メモリ２７０に存在しうる。メモリ
内に存在するものとして示されているが、歩行者トラヒックサービス２６０は、ハードウ
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ェア、ソフトウェア、および／またはファームウェアモジュールの組み合わせを備えうる
。歩行者トラヒックサービス２６０は、歩行者トラヒックに関するデータをモニタリング
し管理する。一態様において、人物検出モジュール２２０および歩行者トラヒックモジュ
ール２２２は、歩行者トラヒックサービス２６０に組み込まれうる。別の態様において、
歩行者トラヒックサービス２６０は、人物検出モジュール２２０および歩行者トラヒック
モジュール２２２と通信状態にありうる。歩行者トラヒックサービス２６０はまた、以下
で説明されるように、屋内ロケーションのマップに関する情報を含むマップデータベース
２６２、屋内ロケーションの注記レイヤに関する情報を含む注記データベース２６４を含
みうる、および／または、それらと通信状態にありうる。
【００３２】
　歩行者トラヒックサービス２６０は、モバイルデバイス１０８にロケーション情報を提
供しうる位置計算サービス２６８と、注記データベース２６４またはその他のものを通し
て通信しうる。ロケーション情報は、適切なトラヒック情報２７５をモバイルデバイス１
０８に提供する際に歩行者トラヒックサービス２６０を支援しうる。位置計算サービス２
６８は、位置決めサービス１１０によって実行されうる、および／または、マップデータ
ベース２６２および注記データベース２６４に沿って存在しうる。代替的に、位置計算サ
ービス２６８は、ローカルまたはサーバデータベースからロードされたマップ情報を用い
て、モバイルデバイス１０８上で直接実行されうる。位置計算サービス２６８はまた、歩
行者トラヒックサービス２６０と同じデバイス／サーバ上に存在しうる。
【００３３】
　歩行者トラヒックサービス２６０は、人物検出についての情報を受信するために、カメ
ラ入力２６６または他の屋内ロケーション情報入力デバイスと、物検出モジュール２２０
または他のものを通して通信しうる。その人物検出情報は、以下で説明されるように、あ
る屋内ロケーションでのトラヒックを決定および／または推定するために、歩行者トラヒ
ックモジュール２２２または他のモジュールによって使用されうる。屋内トラヒック推定
は、屋内注記レイヤを決定するために、注記データベース２６４によって実行されうる。
屋内トラヒック推定はまた、モバイルデバイス１０８に提供されうる。
【００３４】
　歩行者トラヒックサービス２６０は、モバイルデバイス１０８に歩行者トラヒック情報
２７５を送るために、モバイルデバイス１０８と、歩行者トラヒックモジュール２２２ま
たはその他のものを通して通信しうる。歩行者トラヒック情報２７５は、あるロケーショ
ンにおける歩行者トラヒック（トラヒック量、トラヒックの方向、トラヒックのフロー、
等を含む）、あるロケーションにおける経時的な歩行者トラヒック、あるロケーションに
おける推定された歩行者トラヒックに関する情報、および／または、ルートガイダンス情
報（ルートに沿った推定遅延、ルートに沿った好ましい到着時間、ルートに沿った代替的
な到着時間、代替的なルート選択、等を含む）を含みうる。歩行者トラヒック情報２７５
は、多数の方法でモバイルデバイス１０８に送られうる。歩行者トラヒック情報２７５は
、モバイルデバイス１０８またはユーザの現在位置の周りの会場（venue）または領域の
色付きヒートマップとして送られうる。歩行者トラヒック情報２７５は、異なる色が異な
るトラヒック条件を示す、現在の会場の色付きのルータビリティ（routability）マップ
として送られうる。歩行者トラヒック情報２７５はまた、異なるトラヒック条件を示すた
めに、色付けされるか、他の方法で印付けされたナビゲーションルートとして送られうる
。
【００３５】
　図２Ａに戻って、アプリケーションモジュール２１８は、モバイルデバイス２００のプ
ロセッサ２１０上で動作するプロセスであり、それは、位置決めモジュール２１６からの
位置情報を要求する。アプリケーションは典型的に、ソフトウェアアーキテクチャの上位
レイヤ内で動作し、屋内ナビゲーション、ルートガイダンス、バディロケータ（Buddy Lo
cator）、ショッピングおよびクーポン、資産追跡、ロケーション把握サービス発見を含
みうる。位置決めシステム２１６は、位置決めサーバ１１０によって送られたロケーショ
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ン情報を用いてプロセッサから得られた、および／または、動きセンサ２１２のようなモ
バイルデバイスリソースによって算出された情報を使用してモバイルデバイス２００の位
置を得ることができる。
【００３６】
　他の態様において、補足位置情報は、モバイルデバイスの屋内位置を決定するために使
用されうる。そのような補足情報は、他のソースから決定されうる補助位置および／また
は動きデータをオプション的に含みうる。補助位置データは、不完全であるか、ノイズが
多い可能性があるが、ＷＡＰの処理時間を推定するための、独立した情報の別のソースと
して有用でありうる。点線を用いて図２Ａに示されるように、モバイルデバイス２００は
、位置決めサーバ１１０のような他のソースから受信された情報から得られうる補足位置
／動きデータ２２６をメモリにオプション的に記憶しうる。さらに、他の態様において、
補足情報は、ブルートゥース信号、ビーコン、ＲＦＩＤタグから得られうるかそれらに基
づきうる情報、および／またはマップから得られうる情報（例えば、デジタルマップと対
話するユーザによって、地理的マップのデジタル表現から座標を受信すること）を含みう
るが、それらに限定されるわけではない。
【００３７】
　一態様において、補足位置／動きデータ２２６の全部または一部は、動きセンサ２１２
および／またはＰＳ受信機２０８によって提供される情報から得られうる。他の態様にお
いて、補足位置／動きデータ２２６は、様々な技法を用いて追加のネットワークを通して
決定されうる。特定の実現において、補足位置／動きデータ２２６の全部または一部はま
た、プロセッサ２１０によるさらなる処理を行うことなく、動きセンサ２１２および／ま
たはＰＳ受信機２０８を用いて提供されうる。いくつかの態様において、補足位置／動き
データ２２６は、動きセンサ２１２および／またはＰＳ受信機２０８によって処理プロセ
ッサ２１０に直接提供されうる。位置／動きデータ２２６はまた、方向および速度を提供
しうる加速度データおよび／または速度データを含みうる。他の態様において、位置／動
きデータ２２６はさらに、動きの方向だけを提供する指向性データを含みうる。
【００３８】
　図２Ａに示されるモジュールは、メモリ２１４に含まれているものとしてこの例では示
されているが、特定の実現では、他のまたは追加のメカニズムにそのようなプロシージャ
が提供されうること、またはそれらを使用して他の方法で動作可能に配列されうることが
認識される。例えば、位置決めモジュール２１６および／またはアプリケーションモジュ
ール２１８の全部または一部は、ファームウェア内に提供されうる。加えて、この例では
、位置決めモジュール２１６およびアプリケーションモジュール２１８は、個別の特徴と
して示されているが、例えば、そのようなプロシージャが、１つのプロシージャへと互い
に組み合されるか、場合によっては他のプロシージャと組み合わせられうること、あるい
は、他の方法でサブプロシージャへとさらに分割されうることが認識される。
【００３９】
　プロセッサ２１０は、少なくとも、本明細書に提供された技法を実行することに適した
任意の形態の論理を含みうる。例えば、プロセッサ２１０は、モバイルデバイスの他の部
分での使用に動きデータを活用する１つ以上のルーチンを選択的に開始するために、メモ
リ２１４内の命令に基づいて動作可能に構成可能でありうる。
【００４０】
　モバイルデバイス２００は、モバイルデバイス２００とのユーザ対話を可能にする、マ
イクロフォン／スピーカ２５２、キーバッド２５４、およびディスプレイ２５６のような
任意の適切なインターフェースシステムを提供するユーザインターフェース２５０を含み
うる。マイクロフォン／スピーカ２５２は、広域ネットワークトランシーバ２０４および
／またはローカルエリアネットワークトランシーバ２０６を使用して音声通信サービスを
提供する。キーバッド２５４は、ユーザ入力のための任意の適切なボタンを備える。ディ
スプレイ２５６は、例えば、逆光ＬＣＤディスプレイのような任意の適切なディスプレイ
を備え、追加のユーザ入力モードのためのタッチスクリーンディスプレイをさらに含みう
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る。
【００４１】
　本明細書で使用される場合、モバイルデバイス１０８は、１つ以上のワイヤレス通信デ
バイスまたはネットワークから送信されるワイヤレス信号を獲得し、それにワイヤレス信
号を送信するように構成可能な任意のポータブルまたは移動可能なデバイスまたは機械で
ありうる。モバイルデバイスは、そのようなポータブルワイヤレスデバイスの代表である
。このように、限定するものではなく例として、モバイルデバイス１０８は、無線デバイ
ス、セルラ電話デバイス、計算デバイス、パーソナル通信システム（ＰＣＳ）デバイス、
または、他の同様な移動可能ワイヤレス通信搭載デバイス、アプリアンス、または機械を
含みうる。「モバイルデバイス」という用語はまた、衛星信号受信、支援データ受信、お
よび／または位置関連処理が、デバイスで行われるかＰＮＤで行われるかに関わらず、例
えば、短距離ワイヤレス、赤外線、ワイヤライン接続、または他の接続を介して、パーソ
ナルナビゲーションデバイス（ＰＮＤ）と通信するデバイスを含むことが意図されている
。また、「モバイルデバイス」は、ワイヤレス通信デバイス、コンピュータ、ラップトッ
プ、等を含むすべてのデバイスを含むことが意図されており、それらは、衛星信号受信、
支援データ受信、及び／または位置関連処理が、デバイスで行われるか、サーバで行われ
るか、またはネットワークに関連付けられた別のデバイスで行われるかに関わらず、例え
ば、インターネット、ＷｉＦｉ、または他のネットワークを介してサーバと通信すること
ができる。上記のうちの任意の動作可能な組み合わせもまた、「モバイルデバイス」と考
えられる。
【００４２】
　本明細書で使用される場合、「ワイヤレスデバイス」という用語は、ネットワークを通
して情報を転送しうる任意のタイプの無線通信デバイスを指すが、これもまた、位置決定
および／またはナビゲーション機能を有しうる。ワイヤレスデバイスは、任意のセルラモ
バイル端末、パーソナル通信システム（ＰＣＳ）デバイス、パーソナルナビゲーションデ
バイス、ラップトップ、携帯情報端末、または、ネットワークおよび／またはＰＳ信号を
受信および処理することができる任意の他の適切なモバイルデバイスでありうる。
【００４３】
　図３で示されるように、本開示の一態様によれば、位置決めサーバ１１０は、屋内ロケ
ーション情報をモバイルデバイス１０８に通信する。そのような通信は、直接的か、また
は、ネットワーク１１２を経由するかのいずれかでありうる。位置決めサーバ１１０は、
ビデオカメラまたは類似したオーディオ／ビジュアル入力デバイスでありうる多数の屋内
ロケーション情報入力デバイス３０２と通信状態にありうる（直接的か、または、ネット
ワーク１１２を経由していずれかで）。
【００４４】
　ＧＰＳナビゲーションに類似して、屋内ナビゲーションシステムの場合、地点ＡからＢ
に、複数のルート選択が存在しうる。これらルート上のトラヒック状況についての知識は
、ユーザが、ユーザ選好に基づいて、より良いパスを選択するのを支援しうる。屋内環境
の場合、トラヒックは通常、特定のルートまたはロケーション上の歩行者の量である。
【００４５】
　屋内会場の場合、特定のロケーションにセキュリティカメラが取り付けられている。ト
ラヒック状況は、これらのセキュリティカメラからの、キャプチャされたビデオ信号に基
づいて学習されうる。例えば、人物検出および人物追跡技法を用いて、特定のロケーショ
ンにおける将来的な時間の歩行者トラヒックの量が決定／推定されうる。次に、トラヒッ
クマップが、各ロケーションにおける個人数に基づいて得られうる。
【００４６】
　人物検出は、顔検出を通して、または、任意の他の適切な技法を通して実行されうる。
そのような検出技法は、ビデオ画像が個人の顔に関連付けられた特徴を含むか否かを決定
することを含みうる。顔の特徴が検出されるか否かを判定するために処理される前景部分
を隔離するために、画像の背景部分は取り除かれうる。皮膚色検出技法が使用されうる。
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動き決定技法もまた使用されうる。差分画像技法（１つの画像を前の画像と比較するため
の）は、識別された特徴が、人物の有無（すなわち、点滅）、または、人物の動き（すな
わち、キャプチャされた画像内のあるロケーションから別のロケーションへの）を示すか
否かを決定しうる。様々な顔モジュールは、人物／顔検出技法を改善するために用いられ
うる。そのような顔モデルは、顔が画像内に位置付けられているかを判定するために、キ
ャプチャされた画像と比較されうる。上述された技法および他の技法の様々な組み合わせ
もまた、ビデオ画像内の人物／顔を検出するために用いられうる。
【００４７】
　顔／人物検出および追跡技法は、カメラまたは他の屋内ロケーション情報入力デバイス
が装備されたロケーションにおける歩行者トラヒックを推定しうる。屋内と屋外の両方の
多くのロケーションにおけるビデオおよびカメラの設置の増加は、ビデオデータを用いた
顔および人物認識のための更新された技法と組み合わせられることで、トラヒックパター
ンに関するデータ、および具体的には、歩行者トラヒック特性およびパターン（ボリュー
ム、方向、等のような）のキャプチャを可能にする。さらに、認識データに基づく追跡技
法は、将来的なトラヒック推定、ルートガイダンス、および他のロケーションベースのア
クティビティでの分析および結果として起こる使用に用いられうる。
【００４８】
　トラヒックマップは、特定のロケーションの人数、または、そこに存在することが期待
される人数に基づいて得られうる。そのようなトラヒック推定は、ルート選定／輻輳情報
のために、ユーザに提供されうる。顔／人物検出および追跡技法は、カメラロケーション
からの画像を、特定のロケーションにおける特定の時間の歩行者トラヒックについての情
報に変換するために使用されうる。
【００４９】
　屋内ロケーションのマップについて、カメラロケーションは、注記レイヤの一部として
、例えば、カメラオブジェクトの一部として記憶されうる。会場についての注記レイヤは
、その会場内でのナビゲーションおよびロケーション探索の助けとなりうる様々な情報を
含みうる。この情報は、会場のルータビリティグラフまたはパス、関心のある地点（ＰＯ
Ｉ）（例えば、部屋番号、お店の名前、等）、および異なる地点間での接続性を含みうる
。例えば、図４Ａは、部屋番号「１５０Ｎ」、「１５０Ｏ」、または「１５０Ｐ」、また
は、例えば「会議室（１０）」といった記述のようなラベル（例示のために、特定のラベ
ルだけが示される。屋内ロケーションの各地点に対してラベルを有する、図４Ａの形式の
完全な注記レイヤは、完全に示される場合、読み取るのが難しい可能性がある）によって
示されるフロア上の特定の関心のある地点をリストする屋内ロケーション（オフィスレイ
アウトのフロア）を示すサンプルの注記レイヤを示す。
【００５０】
　ルータビリティグラフは、ノードおよびセグメントによって表されうる。各ノードは、
分類され、部屋、廊下、Ｌ字交差点、Ｔ字交差点、交差接合、等と注記がつけられうる。
図４Ｂは、オフィスフロアのルーティンググラフの形態で別の注記レイヤを示す。示され
るように、屋内ロケーションは、複数の可能な目的地と方向切替地点（点で示される）、
および、目的地と機会地点との間の複数の可能なルートセグメント（これらのルートは、
点を結ぶ点線によって示される）を有している。新しい注記レイヤおよびルータビリティ
グラフは、屋内ロケーションへの条件（例えば、内部構造、屋内ルートの一時的な再ルー
ティング、ビル管理に伴うアクティビティ、等）の変化に基づいて決定されうる。
【００５１】
　カメラオブジェクトは、物理的なロケーション内のカメラに関連付けられうる。一方で
、カメラのロケーションに基づいて、各カメラオブジェクトは、ルータビリティグラフ内
に１つ以上のルートセグメントを有する。一方、各ルートセグメントまたはノードは、複
数のカメラオブジェクトに関連付けられうる。例えば、異なる方向を向いている２つのカ
メラが曲がり角に取り付けられうる。これらカメラの各々は、交差点のノード、および、
ノードを横切る複数のルートセグメントに関連付けられうる（個々のカメラは各々、カメ
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ラが向いている方向に依存して異なるルートセグメントに関連付けられうるが）。ルート
セグメントはまた、注記レイヤ内に１つ以上のカメラオブジェクトを有しうる。
【００５２】
　図４Ｃは、ルート選定の目的のため、屋内ロケーションにおけるカメラのサンプルの配
置を示す。カメラ４０２、４０４、および４０６は、歩行者トラヒックを見るために、交
差点に配置される。カメラ４０２は、カメラ４０２に関連付けられた３つの矢印によって
示される３つの方向（すなわち、３つのルートセグメント）についての歩行者トラヒック
情報を記録する。カメラ４０４は、カメラ４０４に関連付けられた２つの矢印によって示
される２つの方向（すなわち、２つのルートセグメント）で歩行者トラヒック情報を記録
する。カメラ４０６は、カメラ４０６に関連付けられた３つの矢印によって示される３つ
の方向（すなわち、３つのルートセグメント）で歩行者トラヒック情報を記録する。これ
らのカメラによってキャプチャされた情報は処理され（顔認識技術等を用いて）、本開示
で説明されているように使用するための歩行者トラヒックデータが取得されうる。
【００５３】
　各カメラオブジェクトは、ロケーション座標（例えば、ｘ、ｙおよび／またはｚ位置）
、ルートセグメント、ロケーションタイプ（例えば、交差点、階段、等）、トラヒックオ
ブジェクト、等を含む様々なメタデータに関連付けられうる。トラヒックオブジェクトの
タイプは、時間（開始、終了、持続時間）、検出された顔の総数、各ルート上の歩行者ト
ラヒックの分布（distribution）、トラヒックの方向、または他の情報を含む。
【００５４】
　トラヒック状況は、トラヒックオブジェクト内の人物の総数に基づいて計算され、手動
で設定された閾値に基づいて、または、履歴トラヒックデータと比較することで、重い、
普通、または軽いに分類されうる。各カメラは、各トラヒックオブジェクトについてのデ
ータの計算のために画像およびビデオを獲得しうる。画像および／または短いビデオは、
周期的にキャプチャされうる。顔／人物検出は、画像またはビデオに対して実行される。
歩行者追跡はまた、ビデオに基づいて実行されうる。特定の時間量にわたって検出された
人数が取得されうる。
【００５５】
　集められた上記情報を用いて、ルートの統計的なトラヒックサンプルが算出されうる。
例えば、特定のルートに沿って、サンプルは次のようになりうる：
　９ａ.ｍから５ｐ.ｍ.は１２５人／時間
　７ａ.ｍ.から９ａ.ｍ.および５ｐ.ｍ.から７ｐ.ｍ.は１５人／時間
　７ｐ.ｍ.から７ａ.ｍ.は約０人／時間
　マップ上のトラヒックオブジェクトは、継続的に更新され得、これによって、一時的な
情報を用いたルートのより良い計算が可能になるだろう。改善されたまたは最適化された
ルートは、既存のトラヒックおよび／または期待されるトラヒックに基づいて算出されう
る。例えば、カフェテリアを通る近道は、昼食時間の間には望ましくないが、３ｐ.ｍ.に
は好ましい可能性がある。
【００５６】
　交差点のカメラの場合、人物が進むルートは、ビデオ上の人物の動きの軌道に基づいて
推定されうる。このシナリオにおいて、起動は、特定の交差点からの、人物の最も可能性
のある方向（すなわち、左折、右折、直進、等）を意味する。ある時間にわたって、その
交差点におけるトラヒック分布の統計的なモデルが構築されうる。例えば、特定の時間の
特定の交差点の場合、２０％の人物が左折し、１０％の人物が右折し、７０％の人物が直
進する。別の態様では、トラヒックの速度／フローが観察されうる。トラヒック観察に基
づいて、トラヒック情報を提供するカメラに関連付けられたルートセグメントに対して、
重み付け関数が割り当てられうる。
【００５７】
　統計的なモデルは、分布に到達した際に人物が進む可能性が最もある方向についての先
験的な確率分布を提供しうる。この情報は、例えば、粒子フィルタへの入力として位置を
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推定する間、動きを予測するために、および、複数のルート選択を有する２つの地点間の
最も可能性の高いルートを計算するために有益でありうる。粒子フィルタは、シーケンシ
ャルモンテカルロ統計シミュレーションに基づいた確率的近似アルゴリズムである。各セ
ンサ入力情報により、サンプルは、現在の推定についての尤度モデルから取得された重み
に基づいて更新される。そのような予測算出は、推定された輻輳地点を回避するようなル
ートをユーザに推奨する助けとなりうるか、あるいは、他の方法で特定のルートを選定し
うる。
【００５８】
　図５は、既存の歩行者トラヒックおよびトラヒック推定を決定するために、１つの示さ
れたカメラ４０２がどのようにして使用されうるかを示す。例１に示されているように、
カメラ４０２によって記録された交差点に向かって移動する人物は、「１」と印付けられ
た実線によって示されるように、右手側から近づいている。この人物は、右折して、示さ
れる屋内マップ内で上を向くか、左折して、示される屋内マップ内で下を向くかのいずれ
かでありうる。例２に示されているように、カメラ４０２によって記録された交差点に向
かって移動する人物は、「２」と印付けられた実線によって示されるように、左手側から
近づいている。
【００５９】
　予測決定に基づいて、システムは、両方の個人が、示される屋内マップ内で下に進む可
能性が最も高いと決定し、これは、人物１が左折し、人物２が直進し続けることを意味す
る。予測決定は、特定の交差点における他の歩行者の履歴、時刻、二人の人物がほぼ同時
に交差点に到着するという事実、または他の要因に基づきうる。
【００６０】
　カメラは、ルートに沿って輻輳を予測にすることだけでなく、特定の屋内ロケーション
における人物の現在の分布を推定する助けとなりうる。ルート上のカメラは、テキスト形
式でまたはマップ上に、のいずれかで、現在のトラヒック／輻輳情報をユーザに提供しう
る。最良のルートを算出する際、トラヒックを有するルートセグメントは、ユーザにとっ
て最良のルートを決定するために重み付けられうる。
【００６１】
　カメラからの個々のカウントは、マップ上でトラヒック状況を推測するために使用され
うる。ルートセグメントは、ユーザに望ましいルートを推奨する場合、トラヒック条件（
例えば、重い＝０．１、普通＝０．８、軽い＝１．０）に基づいて重み付けられうる。カ
メラを用いて交差点におけるトラヒック分布を計算することは、動きモデルおよび位置予
測器に情報を提供しうる。
【００６２】
　上記動作は、位置決めサーバ１１０といったサーバ、または他のサーバ／バックエンド
システムのようなデバイスによって実行されうる。この態様では、トラヒック推定値、ル
ート選好、等の決定された情報は、モバイルデバイスに通信されうる。一態様において、
モバイルデバイスからの要求に基づいて、上記動作が実行されうるか、または、上記情報
が決定されうる。別の態様において、モバイルデバイスは、上述された特定の動作を実行
しうる。モバイルデバイスは、位置決めサーバ１１０または他のデバイスとの通信状態で
、そのような動作を実行しうる。ルートガイダンス情報は、トラヒックデータまたはトラ
ヒック推定値に基づいてモバイルデバイスに提供されうる。そのようなルートガイダンス
情報は、ルートに沿った推定遅延、ルートに沿った好ましい移動時間、ルートに沿った代
替的な移動時間、および、代替的なルート選択を含みうる。
【００６３】
　図６に示されるように、デバイスは、歩行者トラヒックを決定するための方法を実行し
うる。方法は、ブロック６０２で示されるように、ビデオ入力から人物を検出することを
含む。この方法はまた、ブロック６０４で示されるように、検出された人物から、あるロ
ケーションにおける歩行者トラヒックを決定することを含む。方法はまた、ブロック６０
６で示されるように、ある時間にあわたって、そのロケーションにおける歩行者トラヒッ



(17) JP 2014-532906 A 2014.12.8

10

20

30

40

50

クを追跡することを含む。この方法はまた、ブロック６０８で示されるように、追跡され
た歩行者トラヒックに少なくとも部分的に基づいて、そのロケーションにおける将来的な
時刻の歩行者トラヒックを予測することを含む。
【００６４】
　図７は、位置ロケーションデバイスのための装置７００の設計を示す。装置７００は、
ビデオ入力から人物を検出するためのモジュール７０２を含む。装置７０２はまた、検出
された人物から、あるロケーションにおける歩行者トラヒックを決定するためのモジュー
ル７０４を含む。装置７０２はまた、ある時間にあわたって、そのロケーションにおける
歩行者トラヒックを追跡するためのモジュール７０６を含む。装置７０２はまた、追跡さ
れた歩行者トラヒックに少なくとも部分的に基づいて、そのロケーションにおける将来的
な時刻の歩行者トラヒックを予測するためのモジュール７０８を含む。図７のモジュール
は、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子構成要素、論理回路、メモ
リ、ソフトウェアコード、ファームウェアコード、等、またはそれらの任意の組み合わせ
でありうる。
【００６５】
　装置は、人物を検出し、歩行者トラヒックを決定し、歩行者トラヒックを追跡し、歩行
者トラヒックを予測するための手段を含みうる。手段は、屋内ロケーション情報入力デバ
イス３０２、カメラ入力２６６、位置計算サービス２６８、歩行者トラヒックモジュール
２２２、人物検出モジュール２２０、プロセッサ２１０、メモリ２１４、プロセッサ２８
０、メモリ２７０、歩行者トラヒックサービス２６０、注記データベース２６４、マップ
データベース２６２、モジュール７０２－７０８、位置決めサーバ１１０、モバイルデバ
イス１０８、および／またはネットワーク１１２を含みうる。別の態様において、上述さ
れた手段は、上述された手段によって、記載された機能を実行するように構成されたモジ
ュールあるいは任意の装置でありうる。
【００６６】
　開示された処理におけるステップの特定の順序または階層が、例示的なアプローチの一
例であるということは理解されるべきである。設計の選好に基づいて、プロセスにおける
ステップの特定の順序または階層が本開示の範囲内でありながら並べ替えられうることは
理解されるべきである。添付の方法請求項は、様々なステップの要素を例示的な順序で提
示しているが、提示された特定の順序または階層に限定されることを意図するものではな
い。
【００６７】
　当業者は、情報および信号が、様々な異なる技術および技法のいずれかを用いて表され
うることを理解するだろう。例えば、上記説明の全体にわたって参照されうるデータ、命
令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、
磁場または磁性粒子、光場または光粒子、あるいはこれらの任意の組み合わせで表されう
る。
【００６８】
　当業者は、本明細書に開示された態様に関連して説明された様々な実例となる論理ブロ
ック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュ
ータソフトウェア、または両方の組み合わせとして実現されうることをさらに認識するで
あろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な実例
となる構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、一般的にそれらの機
能の観点から、上に説明されている。このような機能が、ハードウェアとして実現される
か、ソフトウェアとして実現されるかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に
課せられた設計制約に依存する。当業者は、特定のアプリケーションごとに多様な方法で
説明された機能を実現することができるが、このような実現の決定は、本開示の範囲から
の逸脱するものとして解釈されるべきでない。
【００６９】
　本明細書に開示された態様に関連して説明された様々な実例となる論理ブロック、モジ
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向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または
その他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、
ディスクリートハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明された機能を実行するよ
うに設計されたこれらの任意の組み合わせで、実現または実行されうる。汎用プロセッサ
は、マイクロプロセッサでありうるが、代替的に、このプロセッサは、任意の従来型のプ
ロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンでありうる。プ
ロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、ＤＳＰと、１つの
マイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連結した１つ以上のマイ
クロプロセッサとの組み合わせ、あるいはいずれの他のそのような構成のもの、として実
現されうる。
【００７０】
　本明細書に開示された態様に関連して説明されたアルゴリズムまたは方法のステップは
、直接ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールに
おいて、またはこれら２つの組み合わせにおいて、具現化（embodied）されうる。ソフト
ウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモ
リ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭ、セキュアデジタル（ＳＤ）記憶カード、クラウド／ネットワーク記憶
装置、または、当技術分野で知られているあらゆる他の形態の記憶媒体に存在しうる。例
示的な記憶媒体は、プロセッサがこの記憶媒体から情報を読み取り、またこの記憶媒体に
情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合されている。代替において、記憶
媒体は、プロセッサと一体化されうる。プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣ内に存在
しうる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に存在しうる。代替において、プロセッサおよび記憶
媒体は、ユーザ端末内のディスクリート構成要素として存在しうる。
【００７１】
　開示された態様の先の説明は、いかなる当業者であっても本開示を製造または使用でき
るように提供される。これらの態様に対する様々な変更は、当業者には容易に明らかであ
り、本明細書で定義された包括的な原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することな
く、他の態様に適用されうる。したがって、本開示は、本明細書に示された態様に限定さ
れることが意図されるものではなく、本明細書に開示される原理および新規な特徴と一致
する最も広い範囲が与えられるべきである。
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